
 平成２７年  

 

 

 

 

 

第６回大月市農業委員会委員総会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大月市農業委員会  

 

 



平成２７年第 6回大月市農業委員会委員総会会議録 

 

開催日時 平成２７年６月２５日（木） 午後２時００分から 

開催場所 大月市民会館４階会議室 

出席委員 

会  長      １番  宮咲 寛也 

委  員      ２番  志村 喜光 

３番  西村 恒男 

４番  平井 美孝 

５番  今泉 治通 

７番  蔦木 正彦 

１0番  小俣 昭男 

１１番  久嶋 良元 

１２番  古田 政義 

１３番  米山 義一 

１４番  渡邊 克典 

１５番  天野 千明 

１６番  小宮 文男 

１７番  和田 廣行 

１８番  小林 良次 

１９番  梶原 勝 

２０番  小林 信保 

２１番  金井 信 

 

 欠席委員   ６番  萩原 剛 

８番  小宮山 篤 

 

１ 互礼 

 

２ 開会 

定刻ですのでただいまから平成２７年第６回大月市農業委員会委員総会を開

催致します。 

 

３ 会長挨拶 

 

どうもみなさんこんには。ここのところ不安定な天候が続いておりますが、皆さん



方には健康で毎日お忙しい日々を送っていること思います。本日は平成２７年第

６回大月市農業委員会委員総会を招集しましたところ、繰り合わせご出席を賜りま

して篤く御礼申し上げます。さて、申し上げるまでもなく農業を取り巻く環境が大き

く変わろうとしています。農地担い手対策を通じて、地域農業の維持、発展に取り

組む農業委員会。今通常国会で審議が始まった農業委員会法改正法案には、

農地利用最適化の推進が農業委員会の専属的業務として位置づけられており、

優良農地の確保と、有効利用。耕作放棄地の発生防止、解消、担い手の農地利

用集積など地域に根差した農業委員会活動がより重要となってきております。5月

28 日に東京日比谷公会堂において、平成 27 年度全国農業委員会会長大会が

林農林水産大臣ご臨席のもと開催されました。席上、耕作放棄地発生防止、解消

活動に功績があった１０の組織が表彰されました。このような時代の流れにありま

すが、本市はどうでしょうか。担い手の不足、或いは耕作放棄地が増加の傾向に

ある。また、優良農地が少ないため農地の集積が困難であり、農地集積目標達成

が心配されるところであります。本日の案件は農地法第 4 条案件が 1 件、第 5 条

が 3 件であります。本総会がスムーズに進行されますようご協力お願い申し上げ

挨拶といたします。よろしくお願い致します。 

４ 開会宣言 

  宮咲会長   本日は萩原 剛委員、小宮山 篤委員が欠席ですが、農業委員会等に関する

法律第２１条第３項に示された定数を満たしておりますのでこの総会が成立するこ

とを宣言します。  

 

５ 議長選出 

  事 務 局   大月市農業委員会会議規約に基づき議長を会長にお願いします。 

         

６ 議事録署名委員の指名 

議  長     ４番  平井 美孝委員  ５番  今泉 治通委員を指名する。 

 

７ 議案審議 

議  長      これより、議案審議を行います。議案第15号、農地法第４条第1項の規定によ

る許可申請に対し意見を求める件、後記の通り農地法第４条第 1 項の規定によ

る農地等の使用目的変更申請があったので意見を求める。担当委員の説明を

求めます。梶原 勝委員お願い致します。 

 

梶原委員    それでは、説明致します。 

総会資料に基づき申請者、場所等詳細に説明 

 



議  長      担当委員の説明が終了いたしました。梶原 勝委員ご苦労さまでした。ただい

まの説明に対して質疑がございましたら挙手の上指名を受けてからの発言とし

て下さい。何かございますか。 

 

議  長     異議なしの声がありますので、質疑を打ち切り、これより採決に参ります。許可に

賛成の方は挙手願います。ありがとうございました。全会一致で許可相当といた

します。 

 

議  長     続きまして議案第 16号の審議を行います。農地法第５条第 1項の規定による許

可申請に対し意見を求める件、後記の通り農地法第５条第 1 項の規定による転

用の為の権利の移転・設定許可申請があったので意見を求める。担当委員の

説明を求めます。番号 1について古田 政義委員お願い致します。 

 

古田委員    はい。それでは説明します。 

総会資料に基づき申請者、場所等詳細に説明 

 

議  長     担当委員の説明が終了いたしました。古田 政義委員ご苦労さまでした。ただ

いまの説明に対して質疑がございましたら挙手の上指名を受けてからの発言と

して下さい。 

 

議  長     はい、小宮委員 

 

小宮委員    この９０９－１の周りですが、農地はございますか。 

 

古田委員    この辺りはですね、特にありません。上の方にずらずらとありますのが下和田の

大月の市営住宅でここの所は以前農地だったのですが、全部宅地になっており

ますので、農地ではありません。 

 

小宮委員    わかりました。 

 

議  長     他に何かございますか。異議なしの声がありますので、質疑を打ち切り、これより

採決を行います。許可に賛成の方は挙手願います。ありがとうございました。全

会一致で許可相当といたします。 

 

議  長     続きまして番号 2について担当委員の説明を求めます。久嶋 良元委員お願い

致します。 



久嶋委員    それでは説明致します。  

          総会資料に基づき申請者、場所等詳細に説明 

 

議  長    担当委員の説明が終了いたしました。久嶋 良元委員ご苦労さまでした。    

ただいまの説明に対して質疑がございましたら挙手の上指名を受けてからの発

言として下さい。何かございますか。 

 

議  長     はい、蔦木委員。 

 

蔦木委員    4月に申請があって、それで転用の許可を取ってということですが。 

 

久嶋委員    4 月の案件の時点ではここへザ・ベストワンで太陽光パネルを設置しますという

案件でした。今回は競売で社長がこの場所を買い取って、そこにパネルを設置

するということです。 

 

蔦木委員    はい、分かりました。 

 

 

議  長     他に何かございますか。異議なしの声がありますので、質疑を打ち切り、これより

採決を行います。許可に賛成の方は挙手願います。ありがとうございました。全

会一致で許可相当といたします。 

 

議  長     続きまして議案第 17号の審議を行います。農地法第５条第 1項の規定による許

可後の事業計画変更申請について。後記の通り農地法第５条第 1 項の規定に

より、下記農地の許可後の事業計画変更申請があったので意見を求める。担当

委員の説明を求めます。渡辺 克典委員お願い致します。 

 

渡邊委員    説明します。 

          総会資料に基づき申請者、場所等詳細に説明 

 

議  長    担当委員の説明が終了いたしました。渡辺 克典委員ご苦労さまでした。    

ただいまの説明に対して質疑がございましたら挙手の上指名を受けてからの発

言として下さい。何かございますか。 

 

議  長     異議なしの声がありますので、質疑を打ち切り、これより採決を行います。許可

に賛成の方は挙手願います。ありがとうございました。全会一致で許可相当とい



たします。 

 

議  長     続きまして、日程８報告事項を議題とします。転用確認証明書の交付に対する

報告。事務局の方お願いします。 

 

事務局     それでは説明します。 

          総会資料に基づき申請者、場所等詳細に説明 

 

議  長     それでは説明が終了いたしました。何かございますか。 

          無いようですので、次に移りますがよろしいでしょうか。 

 

議  長     それでは日程 9その他を議題とします。その他で何か意見はございますか。 

          はい、久嶋委員。 

 

久嶋委員    狩猟免許の任期が切れまして、一昨日更新に行ってまいりました。それで、富

士東部林務事務所から頼まれたのですが、世間では鳥獣の被害が非常に多い

ということで、試験を受けようとしている人たちが非常に多いようです。富士東部

林務事務所館内で、もう既に１６～７人来ているそうです。大月の様子を聞いた

ところ、まったくな無いということです。それではまずいということで、書類を預か

ってきています。そしてもう 8 月 8 日が講習日です。それに間に合うためには、

今月中に書類を出さないといけません。今月中となると、26日と 29日、30日の 3

日しかありません。受講料の６０００円については封筒がありますので振り込めば

問題ありません。これは簡単に猟友会に出せますが、申請書は５２００円の山梨

県証紙を中銀から買って貰います。そして健康診断書が必要になります。健康

診断書が付かないと受け付けてくれません。とにかくあと 3 日間のうちに希望の

方は是非お願いしたいと思います。前回は、平井委員に勧められて説明を受け

たので行って参りました。私はこの免許を取って、持っているのが紐の括り罠、

それから箱罠とトラバサミを２つ持っています。それでこの 3 年間にだいたい１２

～３匹捕りました。たぬき、白鼻芯、アライグマそれからカラスも２羽捕りました。

それで皆さんが見てやはり本当に波及効果があって、近所の人がトラバサミを

買ってくれたり、或いは箱罠を買ってくれたりしましたので、取っておいて損はな

いと思います。もう私は農薬の方で、毒物の取り扱い免許やチェーンソーの免

許を取っていて、やはり持っていれば人との付き合い上ためになると思います。

できれば狩猟免許も取って頂きたいと思います。希望者は是非この３日間で申

し込んで頂きたいと思います。申請書類は事務局の方に渡しておきますので、

よろしくお願いします。 



 

議  長     ただいま久嶋委員の方から狩猟免許の受験をして頂きたということでございまし

て、申請書の方も久嶋さんの方で用意準備がしてあるそうですから、希望の方

は申し出て率先してやって頂きたいと思います。 

 

議  長     せっかくの機会ですので奮って受験されるようお願いしたいと思います。 

          それでは他に何かございますか。 

 

議  長     それでは他に無いようですから、すべての質疑を打ち切り、本日の日程を終了

したいと思います。職務代理より閉会宣告をお願いします。 

 

職務代理   それでは今日はスムーズに進行できまして、これで終了致します。どうもご苦労様

でございました。 

 

１０ 閉会時刻          同  日   午後  １４時  ３４分 

１１ 解散時刻          同  日   午後  １４時  ４０分 

 

 

    以上は、この会議の概要を記録したものである。 

 

平成２７年 ６月２５日 

 

議事録署名委員と共に署名押印する。 

 

 

 

 

                 議     長 

 

 

                 議事録署名委員 

 

 

                 議事録署名委員 


